
 

藤枝市朝比奈農村環境改善センター使用料  

 

区分  

基本使用料  

9時  

～ 12時  

13時  

～ 17時  

9時  

～ 17時  

18時  

～ 21時 30分  

13時  

～ 21時 30分  

9時  

～ 21時 30分  

多目的ホール  円  

1,020 

円  

1,020 

円  

2,060 

円  

2,060 

円  

3,100 

円  

4,150 

農産加工兼  

調理実習室  
1,440 1,860 3,330 3,330 5,190 6,660 

和室研修室  610 820 1,440 1,440 2,280 2,900 

農事研修室  610 820 1,440 1,440 2,280 2,900 

営農推進室  310 400 710 710 1,140 1,450 

朝比奈  

グラウンド  
1,060 1,060 2,130 3,220 4,290 5,360 

備考  

１  営業その他営利を目的とした場合の使用料は、基本使用料の１００％に相

当する額を加算する。  

２  藤枝市民若しくは市内の事業所等に勤務する者又は市内の事業所等以外の

者が使用する場合は、当該使用料（前項の規定により加算したときは、加算し

た後の金額）の５０％に相当する額を加算する。  

 


